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第３章 タシケント市の送変電・配電設備の現状と課題 

 

３.１ 調査結果概要 

（１）ウズベキスタンの電力事業の概要 

１） ウズベキスタンの電力事業は、エネルギー・電化省監督下のウズベクエネルゴが持ち

株会社となり、発電・送電・変電・配電各社の経営をコントロールしている。 

送電・変電・配電を管理するそれぞれの組織は、もともと一つの電力公社を分割

民営化したものであり、現在も組織見直しの最中である。 

 

２）需要規模 (２００２年 793 万ｋＷ、 44，100 ＧＷｈ) は、日本と比べて ｋＷ

では 2３分の１、 Ｗｈでは 16 分の１程度であり暖房用の需要が高い冬ピーク型であ

る。 

電力需要（全国）の過去７年の伸びは、ほぼゼロかマイナス傾向にあり、今後１０

年間も年率 3.3 ％程度の低い伸びを想定している。これは独立後の経済の低迷を反

映しているものと思われる。 

 

３）ウズベキスタンの電圧階級は、500ｋＶ/220ｋＶ/110ｋＶ/35ｋＶ/10ｋＶ(6ｋＶ)/400

Ｖである。その基幹系統をなす 500ｋＶ、220ｋＶ送電系統は、旧ソ連時代に建設され

たカザフスタン共和国、キルギス共和国、タジキスタン共和国、トルクメニスタン、

そしてウズベキスタン共和国の5カ国を連系する中央アジア電力系統の一部を成して

いる。この系統には５カ国で、８３の発電所（火力２９、水力４８）による発電容量

２，５００万ｋＷの設備が連携されている。 系統図を 別紙１ に記す。 

しかし、変電設備の老朽化が進み信頼度が低下傾向にあることに加えて、各国が自

己充足的な政策を強めてきており、電力の国際取引は低調傾向にある。 

なお、この系統全体を監視する中央系統制御所は、系統の要に近いタシケント市に

設置されている。 

 

４）タシケント市の配電は、全国に１５ある地方配電公社の１つであるタシケント市配

電公社が所管している。系統構成は冗長で系統切替えなど自由度の高いものであるが、

老朽化が進み６００ヶ所以上のケーブル・遮断器故障を抱えたまま供給を続けている。 

なお、今回要請のあったプロジェクトは、国で計画しているインフラのリハビリ計

画に含まれている。 

 

５）送・変電部分については、Ｍ／Ｍに関する打ち合わせの中で、先方の希望が送・変

電まで及び、事業費的にも送・変電設備の方が多いことから急遽調査を行ったもので

ある。時間的制約から調査の内容も粗雑であり、今後の調査に期待するところが多い。 
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（２）電力需要について 

次ページの図３-１および表３-１に示したとおり、全国の過去７年間の消費電力量の

伸びは、ほぼゼロかマイナス傾向にある。特に、２００１年には△５．４％の大幅な減

少が見られた。産業分野では、農業を除き、住宅・家庭、商業、鉱工業すべてが落ち込

んだ。その後少しづつ回復しているが、２００２年～２０１２年の予想でも年率３.３％

程度の低い伸びを想定している。 

全国の最大電力需要も２００１年に△０.０５％とわずかではあるが落ち込み、その後

徐々に増加しているが、２００２年～２０１２年の予想でも年率２．３％の低い伸びを

想定している。 

 

タシケント市電力公社の消費電力量も全国の傾向と同じく、２００１年に△３.２％と

落ち込み、さらに２００２年にも△０.２６％と若干ではあるが落ち込みを示した。   

産業分野別では、住宅・家庭が２００２年に△５.５％、商業が２００１年に△４．２％、

鉱工業が△２００１年に４.７％の落ち込みを示した。２００２年～２０１２年の予想で

も年率１.７％程度の低い伸びを想定している。 

なお、タシケント市電力公社の最大電力需要についての資料はない。 

 

これらの資料は、タシケント市配電公社およびウズベクエネルゴにより作成され、ウ

ズベクエネルゴにおいて経営トップまでオーソライズされたものである。しかし、不整

合な部分があり質問していたが、明確な回答は得られなかった。よって、信憑性には疑

問が残っていることを記録に残す。 
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図３-１ 全国 および タシケント市配電公社の消費電力量と最大電力需要 
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 表３-１ 全国およびタシケント市配電公社の消費電力量と最大電力需要  

                

 地 域 項 目 単位 産業部門 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002    

      住宅・家庭 6,400 6,700 6,700 7,000 7,400 6,500 5,900 5,800    

  全  国    商 業 11,030 10,960 10,740 10,960 11,550 11,520 10,830 10,000    

   消費電力量 GWh 農 業 11,800 11,700 12,600 11,200 10,400 10,500 11,200 11,800    

       鉱・工業 15,960 16,800 16,630 16,150 16,590 17,900 16,000 16,500    

       合 計 45,190 46,160 46,670 45,310 45,940 46,420 43,930 44,100    

   最大電力需要 MW - 7,379 7,478 7,476 7,679 7,494 7,571 7,567 7,925    

      住宅・家庭 800 923 903 835 816 905 916 865    

  タシュケント    商 業 1,105 1,133 1,284 1,070 1,109 1,205 1,154 1,003    

  市配電公社 消費電力量 GWh 農 業                    

  管轄エリア     鉱・工業 1,899 1,943 1,862 1,796 1,944 1,864 1,777 1,969    

       合 計 3,804 3,999 4,049 3,701 3,869 3,974 3,847 3,837    

   最大電力需要 MW -                    

                

                

                

 地 域 項 目 単位 産業部門 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

      住宅・家庭 6,000 6,210 6,420 6,650 6,880 7,070 7,320 7,530 7,750 8,000  

  全  国    商 業 10,340 10,720 11,070 11,470 11,850 12,190 12,610 12,980 13,370 13,780  

   消費電力量 GWh 農 業 12,200 12,630 13,060 13,530 13,990 14,390 14,880 15,310 15,780 16,270  

       鉱・工業 17,060 17,670 18,270 18,920 19,560 20,120 20,810 21,410 22,060 22,750  

       合 計 45,600 47,230 48,820 50,570 52,280 53,770 55,620 57,230 58,960 60,800  

   最大電力需要 MW - 7,950 7,859 8,137 8,398 8,659 8,917 9,195 9,472 9,753 10,030  

      住宅・家庭 1,361 1,291 1,319 1,354 1,271 1,300 1,198 1,235 1,284 1,241  

  タシュケント    商 業 1,020 1,198 1,131 1,238 1,293 1,347 1,220 1,258 1,274 1,342  

  市配電公社 消費電力量 GWh 農 業                      

  管轄エリア     鉱・工業 1,970 1,732 1,843 1,942 1,903 2,093 1,994 1,834 1,975 1,982  

       合 計 4,351 4,221 4,293 4,534 4,467 4,740 4,412 4,327 4,533 4,565  

   最大電力需要 MW -                      

                

    : 提出された資料の合計が一致しないため，各分野を正とした。     
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（３）流通設備から見た電力関係会社の業務分担 

電力事業は、ソビエト連邦崩壊後に、一つの電力公社を機能別・地域別に分割民営化し

た組織により運営されている。ウズベクエネルゴは、これらの分割された各社の５１％の

株を所有する持ち株会社として位置付けられる。 

各発電会社は、その大半がかつての電力公社の発電所を独立民営化させたものである。 

これらの分割も業務運営を考慮しないものであったとの反省から、現在、組織見直しを進

めており、幾つかの地域送電会社と地域配電会社の統合が本年１０月に予定されている。

今後も業務分担・組織形態については流動的と思われる。流通設備の各社分担を図３-２

に記す。 

 

図３-２ 流通設備の各社分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域送電会社１５社は、ウズベクエネルゴの内部組織との情報もあるが、本年１０月に

はそのうちの幾つかは地域配電会社と統合され、独立法人となる。 

また、 Ｍ/Ｍの内容も考慮して、このレポートでは、タシケント市配電会社にとどまら

ず、本年 10 月以降の新会社の設備についても記載する。 
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（４）タシケント市の電気事業の概要 

１）組織および所管設備について 

タシケント市の配電事業は、全国に１５ある地域配電公社の一つであるタシケント

市配電公社（ＴａｓｈＧｏｒｐｅｓ）によって運営されている。 

 

組織図を別紙２に記す。 

 

地域送電会社の一つであるタシケント送電公社（ＴａｓｈＳＥＴＩ）は、市内およ

び近郊にある２２０ｋV/１１０ｋＶ Ｏｚｏｄｒｉｋ変電所(200MVA×2)、Ｙｕｋｓａ

ｋ変電所(125MVA×2)、Ｋｕｉｌｕｋ変電所(125MVA×3) および タシケント火力付属

変電所（240MVA×2）を主な拠点変電所として、高圧送電公社（Ｕｚｅｌｅｃｔｒｅｓ

ｒｉ）から受電している。 

この電気は、市内に７１箇所ある１１０/３５ｋV 変電所、６０数ヵ所ある  ３５/

１０ｋＶ変電所を経由し配電設備に送られている。 

タシケント送電公社とタシケント市配電公社との責任分界点は、現在は、35/10kV 変

電所の低圧側引出し部分としている。しかし、本年１０月からは、両社は統合され、

220/110kV 変電所の高圧側引出し部分からが統合された新会社の設備となる計画であ

る。 

１１０/３５ｋV変電所よりも３５/１０ｋV変電所の数が少ないのは不自然であるが、

州および市営企業の変電所が含まれていないことが理由との説明があった。また、送

変電設備を記載した地図を要求したところ、作っていないとの回答であった。 

いずれ、送変電設備については不明な点が多く、今後の調査に期待する部分である。 

 

 

２）送電・変電設備の概要 

送変電設備・配電設備の区分については、2003 年 8 月現在のタシケント市配電公社

の所管設備を配電設備、それより上流部分の流通設備を送・変電設備とする。 

2003 年 8 月現在、ＴａｓｈＳＥＴＩの所管である送変電設備については以下のとお

り。 

 

① 系統の運転について 

ウズベキスタンの電力系統は、ウズベクエネルゴ建物内にある高圧送電会社 

(Uzelectresri)の中央給電指令所が、全国に１５ある地域送電会社の地方給電指令

所を統括している。電圧による階層化は行っておらず、中央給電指令所では５００

ｋV から３５ｋV の系統すべてを監視している。 

なお、中央アジア送電系統を管轄する給電指令所がタシケントに設置されている

が、直接の設備は所有せず、電力取引の仲介および需給計画・停止計画等の調整な

どが主な業務と推定される。 
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② タシケント市は、先述の２２０/１１０ｋＶ変電所を電源として、同市エリアに７

１ヵ所ある１１０/３５ｋV 変電所を経由し、３５/１０ｋＶの配電用変電所に電

気を供給している。 

２２０/１１０ｋＶ変電所は、オープンタイプのコンベンショナルな構成をして

いる。 

操作はすべて有人の変電所制御室からのローカル制御である。機器は１９５０

年代の旧式なものが多く見られた。 

１１０/３５ｋＶ変電所もオープンタイプのコンベンショナルな構成であり、基

本的には無人である。操作は定期的な巡回チームにより行われている。 

 

特徴的なことは、１１０ｋＶ、３５ｋＶ送電線ともすべて地下ケーブルである

ことである。 

１１０ｋＶは OF ケーブル、３５ｋＶは油浸紙絶縁で無圧のベルト紙絶縁鉛被鋼帯

外装ケーブル （以降 ＰＴＡケーブル と表記 ） が主流を占めている。そ

して、これらの老朽化が進んでいるとのことである。 

また、提示された幾つかの１１０／３５ｋＶ変電所の単線結線図を見る限り、

高圧・低圧側とも２回線が標準である。 

表３-２に，ＴａｓｈＳＥＴＩ所管の設備量および老朽化設備量を記す。 

 

表３-２ ＴａｓｈＳＥＴＩ所管の送変電設備量と改修が必要とされる老朽化設備量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：220／110ｋＶおよび 35／10ｋＶ変電所については言及は無かった。 

 

③ ケーブルの種類および敷設方法について 

各電圧階級とも数種類のケーブル種類が混在となっている。最近では架橋ポリエチ

レンを絶縁体に用いたＣＶケーブルも使われているが、老朽化の中心となっている

のは初期に設置されたＯＦケーブル および ＰＴＡケーブルとの発言があった。 

図３-３に 110ｋＶケーブル、図３-４に 35ｋＶケーブルの敷設方法を示す。 

 設備種類 電圧 種別 全設備量 単位 老朽化度合 老朽化 単位 

             設備量   

 送電線 110kV 架空 0         

     地中 20 ｋｍ 油もれ 11 ｋｍ 

   ３５ｋＶ 架空 0         

     地中 301 ｋｍ 油浸紙劣化 250 ｋｍ 

 変電所 110/35kＶ 71 ヶ所 遮断器等の老朽化 66 ヶ所 
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図３-３ １１０ｋＶケーブル敷設方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

１１０ｋＶケーブルはＯＦケーブルが主体で、コンクリートトラフ内の不燃製ラック

に収められている。 

 

 

図３-４ ３５ｋＶケーブル敷設方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３５ｋＶケーブルはＰＴＡケーブルが主体と思われ、直埋設が基本である。 

深さ１ｍ程度の溝の中で上下１０ｃｍ厚の砂に包まれケーブルが埋設されている。 

その上に、ケーブルの保護としてレンガが敷かれ、最後に土砂で埋め戻されている。地

表からケーブル上端までは７０ｃｍが基準。 
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３） 配電備の概要 

現在タシケント市配電公社が所管している配電設備については以下のとおり。 

①配電設備の運転について 

中央配電指令所（タシケント市配電公社本社隣接）では１名から２名のスタッフが 24

時間体制で、１１ヶ所の運転指令所に電話による指令を出している。運転指令所では 1

名から 2 名のスタッフが現地スタッフに電話により操作指令を出している。運転はす

べて手動であり、操作は現地スタッフへの電話連絡によるローカル操作である。 

②配電設備の特徴 

タシケント市配電公社の配電網の特徴は、配電設備の主要部分が地中化されているこ

とと、その配電設備が重厚な構成を採用していることである。 

配電設備の地中化率についていえば、我が国では都市化が最も進んでいる東京都区

内においても４０％程度（ケーブル延長ベース）であるのに対して、タシケント市の

それは 

７２％であり、大都市で言えばニューヨークレベルにあたる。（ニューヨーク７０％、 

ロンドン１００％、パリ１００％）。 

 

タシケント市配電公社の地中化率 

架空線総延長 ２，５６５ｋｍ 

地中線総延長 ６，６４３ｋｍ 

単純な地中化率 ＝ 6643/(2565+6643) 

                     =  72％ 

架空部分の大部分は４００Ｖ低圧配電線であり、１０ｋＶ、６ｋＶの高圧部

分に限定すれば地中化率は９７％であり、ほぼ完全に地中化されている。 

 

重厚な設備構成を採用している理由は、設計思想の違いに収斂する。 

我が国においても、高い信頼度を要求する場合には、ケーブルを 2 回線設置すること

もあるが、線路の途中に回線の切り替えが自由にできる回路構成は例がない。遮断器の

個数が増えることによるコスト増加と信頼度の低下が懸念されるからである。 

なお、技師長のＳｕｌｔｎｏｆ氏に、今後の技術支援でこの系統の基本的な構成まで

見直すのか質問したところ、見直す意志はないとの回答であった。 

 

③配電ネットワークの基本構成 

タシケント市の配電網はソビエト時代に、計画的に作られたものである。 

○１０ｋＶ、４００Ｖともに基本的にはＹ―Y 結線で中性点を接地している。 

○2 本の３相ケーブル(もしくは単相ケーブル 6 本)は同一の溝に埋設されている。 

〇油遮断器 8 個とトランス 2 個が組み合わされた「供給ポイント」（ロシア語略でＴ

Ｐ）と呼ばれる施設が配電線の途中に最大２５ヶ所程度あり、2 回線の切り替え点、

また、低圧の引き出し点となっている。（図３-５参照） 
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一つのトランスの容量は、２５０ｋＶＡ～１０００ｋVA であり、有人・無人が

混在している。イメージ的には、日本でいう高圧受電設備に近いものである。 

〇線路の途中には市全体で１６９箇所の 「開閉ポイント」(ロシア語略でＲＰ)があ

り、線路単位の切り替えを行っている。（図３-６参照） 

 

 

図３-５ 供給ポイント結線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ｋV 

４００V 
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  図３-６ 開閉ポイント結線図 （一例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような供給ポイント（        で表示） と 開閉ポイント（    で表示）

を持つ並行 2 線路は、以下の３つのパターンにより系統を構成している。（図３-７参

照） 

 

○パターン１は単純な一方向（フィーダーが梯子状なので正確な表現ではないが）タイプ 

○パターン２は二つの変電所を結ぶネットワーク 2 方向タイプ 

○パターン３は同一母線に戻るループタイプ 

開閉ポイント 

開閉ポイント 

（Mustakillik 

Square の噴水

の下） 
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図３－７ 配電系統のパターン 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

供給ポイントおよび開閉ポイントの遮断器群により自由に２つ回線を選べる構成と

なっている。この冗長で自由度の高い回路構成が、7 月現在で６２３ヶ所のケーブル・

遮断器故障を抱えた状態でも正常な電力供給を可能としている理由である。 

なお、パターン２、３において開閉ポイントは必須条件ではない。開閉ポイントが

ない場合には供給ポイントの１つを開放点として使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ変電所母線 

Ａ変電所母線 

パターン２ 

パターン３ 

パターン１ 

開閉ポイント 

供給ポイント 

(１単位) 

 

CHIRONZOR 運転指令所 

系統盤 
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④ ケーブルの種類および敷設方法について 

各電圧階級とも 5 種類以上のケーブルが混在している。最近では架橋ポリエチレンを

絶縁体に用いたＣＶケーブルも使われているが、老朽化の中心となっているのは初期に

設置されたＰＴＡケーブル類と思われる。 

 

３５ｋＶ送電ケーブルと同様に、直埋設が基本であり、深さ１ｍ程度の溝の中で上下

１０ｃｍ厚の砂に包まれケーブルが埋設されている。  

その上に、ケーブルの保護としてレンガが敷かれ、最後に土砂で埋め戻されている。

地表からケーブル上端までは７０ｃｍが基準。（図３-８参照） 

 

図３－８ １０ｋＶ以下ケーブルの敷設方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 設備量および老朽化について 

タシケント市配電公社の主な設備量および老朽化した設備量は表３-３のとおり。 

 

表３－３ タシケント市配電公社所管の配電設備量と改修が必要とされる老朽化設備量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ｃｍ 

１０ｃｍ 
７０ｃｍ 

レンガ 

埋め戻し土 

３相ケーブル 

 設備種類 電圧 種別 全設備量 単位 老朽化度合 老朽化 単位 

             設備量   

 配電線 １０ｋV 架空 23 ｋｍ うち40 年以上経過 21 ｋｍ 

    地中 3、296 ｋｍ うち40 年以上経過 1、318 ｋｍ 

   ６ｋV 架空 114 ｋｍ うち40 年以上経過 114 ｋｍ 

    地中 1、087 ｋｍ うち50 年以上経過 598 ｋｍ 

   ４００V 架空 2、428 ｋｍ 更新必要(危険回避） 870 ｋｍ 

    地中 2、260 ｋｍ うち30 年以上経過 1、808 ｋｍ 

                

 供給ポイント    4、428 ヵ所 うち50 年以上経過 2、435 ヵ所 

  (トランス＋遮断器）               

 開閉ポイント     169 ヶ所 更新必要(詳細なし） 67 ヶ所 
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見学した数箇所の供給ポイント および 開閉ポイントでは、機器類に１９５０年代

のものが散見された。 

また、CHIRONZOR 運転指令所の系統盤には、ケーブル故障区間の表示が８０ヶ所程度

見られ設備の老朽化は確実と思われる。 

そして、これらの故障により、かなりの部分が実質的に１回線１ルート運用に入っ

ていると想像される。 

加えて、現在健全なケーブルもその多くが老朽化していると思われ、緊急な対策が

必要である。 

 

 

⑥ＰＴＡケーブルの劣化診断について 

○ＰＴＡケーブルの劣化診断について、日本の各ケーブルメーカに問い合わせたとこ

ろ、国内では 20 年程度前に主な設備が更新され、加圧しない油浸紙絶縁ケーブルの

技術が失われていること、および自社製品以外では蓄積データがない等の理由から、

実施は困難との回答を得ている。 

○大部分の老朽化設備は 40 年以上経過しており、耐用年数超過による取り替えの判断

は極めて常識的である。 

〇旧ソ連の劣化判定基準に従い、タシケント市配電公社は半年に 1 回、定格電圧の 3

倍の直流荷電圧試験を実施している。これは、ケーブルにとって過酷な試験であり、

この試験によってかなりの劣化ケーブルが淘汰されていると想定される。 

などの理由から、ケーブルの種類と設置時期により劣化を判断しても問題はないと思

われる。  

さらに、技師長のＳｕｌｔｎｏｆ氏は、ケーブルの寿命は 20 年程度で取り替えるの

が理想であり、すでに取り替え時期を過ぎているとの認識である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ＰＴＡケーブル（撤去展示品） 
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⑦電力損失率は、公式には５．３％と高い数字ではないが、技師長のＳｕｌｔｎｏｆ氏に

よると実態は１３～１４％程度と考えている。 

計算方法は代表モデルによる推定計算であるが、現在の手法のレビューと、この手法

が適切でない場合には、新手法の確立を追加要請してきている。 

なお、日本の場合は、５％以下である。 

⑧裸架空配電線の影響 

日本では、公衆に対する危険を防止する観点から、昭和５１年に法律により禁止され

ている。ウズベキスタンにおいても、同様の観点から順次被覆電線に張り替えたい意向

を持っている。   

 

 

（５）環境関係  

参考までに、送変配電設備に関係した環境問題として、ＰＣＢとＳＦ６について質問し

た。PCB については使用実績なし、SF６については使用していないが将来は使用の計画も

あるとの回答を得ている。 
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３.２ 今後の協力の方向性 

施設の現場調査をした限りにおいては、要請書のとおり老朽化は著しく、ケーブル・遮

断器故障を６００ヶ所以上抱えたまま運用している。 

これが可能なのは、現有設備の冗長度と自由度が高いためであるが、これも限界に達し

ており、現在健全な設備も老朽化が著しいことを考えると、このままの状態では数年で停

電が頻発し復旧に多大な時間を要し、都市生活に甚大な影響を与えることは必至と推量さ

れる。 

そこで、この老朽設備の改修を第一の目標として、これに資する協力が最も有効と考え

られる。 

 

これらを考慮のうえ、具体的には以下の協力が考えられる。 

 

１．現象を把握して科学的に計画を立て、優先順位を付けるという、まさに Ｆ／Ｓ の

内容は経験がなく、今後の資金調達の前準備としても、技術協力としては極めて有効

であり、かつ相手側のニーズに合っていると思われる。 

２．既存の配電の系統構成は、現在のケーブル・機器等の信頼度を考えれば、余りにも

重厚で、コストパーフォーマンスが低いと思われる。よって、相手側希望により、新

しい配電系統構成の提案なども有効と考えられる。 

３．追加要請された Ｓ／Ｗ のとおり、送電・変電・配電損失の算定手法の確立。現在

は公式な数字しかなく、正確な数字の把握は基礎資料としても重要と考えられる。 

４．追加要請された Ｓ／Ｗ のとおり、積算電力計についても、料金徴収の立場から

も最適な機器およびシステムについて協力は可能。 

５．資金的問題を別にしても、設備の更新・改良のモチベーションが低く、これが一気

に問題を表面化させた可能性がある。 

そこで、日本における設備点検・修繕について習得させることも、設備の長寿命化 

に貢献し、意味のあることと考える。 

 ６．今回の要請には出ていないが、ウズベクエネルゴの系統運転、タシケント市配電公

社の配電運転に関わる監視・制御システムなどは、日本と比べて３０年以上の開きがあ

る。この点についても技術協力が可能と思われる。 

いずれ、相手国の要請のとおり、送電・配電設備のケーブル・遮断器故障の除去が緊急の

課題である。 
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３.３ 本格調査の内容 

（１）団員 ＴＯＲ 

団長 （電力流通システム全体の統括） 

プロジェクトエコノミスト 

送電専門家 

変電専門家 

配電専門家（ハード技術者） 

配電専門家（計画専門） 

      積算専門担当 

通 訳 

（２）範囲・項目 

範囲：送電・変電は市内一括、配電は市内１１箇所の配電運転指令所の一つを選ぶな

どしてエリアを限定する。 

項目： 

○設備実態の調査・把握 

〇問題点の明確化および必要性・緊急性の把握 

〇優先順位の作成 

○効果の想定（信頼度の改善度合いの評価） 

〇環境（ＰＣＢ、ＳＦ６） 

〇工程表、 Ｍ／Ｍ 

〇コスト積算   

〇経済評価 

○相手からの要望である、積算電力計の評価、および送・変・配電ロスの算定 

（３）フロー 

別紙３に記載 

 

 





 

－63－ 

別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    タシケント市配電公社の組織図

社　　長

国家特別重要 総務および基本建設 技　師　長 財務・電力販売
電力施設係 担当副社長 担当副社長

財務・経済課 中央倉庫 生産・技術係 安全工学担当 電力販売５支所
技師長補佐

会計課 管理・営繕課 運転・指令係 安全工学係 情報修理係

人事課 機械化・輸送係 配電所係 タシュケント市 計算情報課
１１地区配電網

法務相談係 給油所 絶縁・遮断係 中央修理課 工業検査

保安課 建築修繕課 自動制御系統 修理ショップ

基本建設主任技師 配電・検査課

物資・技術手段
調達課

２００３年７月１７日現在の従業員数は，１,３４２人である。
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別紙３ 
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（信頼度の改善度合いを評価）
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第４章 ウズベキスタン電力公社および 
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第４章 ウズベキスタン電力公社1およびタシケント市配電公社2の経営の現状と課題 

4.1 調査結果概要 

今回の調査では、需要、料金および財務に関する基礎的な数値データを収集するととも

に、インタビューを通して現状の問題点の把握に努めた。その分析結果の概要は以下のと

おりである。 

• タシケント市配電公社は 2002 年 5 月にウズベクエネルゴの一部配電資産を引き継い

で株式会社化された独立した企業である。大株主はウズベクエネルゴであり、タシ

ケント市行政府とは何ら関係はない。 

• 公社は株式会社化されたことにより独立した会計を持つようになった。過去二回の

会計報告が出されているが、12 ヵ月通期決算は 2002 年が初めてであった。（2001 年

は 10～12 月の三カ月変則決算） 

• 利益率はそれほど高くない。損益計算書で特に問題となる点は、総利益（粗利益）

では 2001 年と 2002 年ともにプラスを確保したものの、2002 年には、組織内部での

手当の支給、電力損失、税金の支払いなどで構成される多額の「その他営業損失」

を計上し、経常損失（赤字）となったことである。 

• 貸借対照表も流動資産と流動負債の大半は、売掛金と買掛金の累積で占められる。

これは、需要家から回収できなかった電気料金（未収金）を今度は債権者に対する

支払いを停止することで、収支を均衡させてきたことによる。 

• 現状の料金水準は約 1¢/kWh にすぎず、電気事業者としてコストを回収できていな

い。これまで、頻繁に料金の値上げが行われてきているが、これはインフレ見合い

の値上げと推定され、実質的な料金の是正には至っていない。 

• 検針と集金も徹底しておらず、未収金はかなりに上る。特に、収入の三分の一を占

める国営企業とタシケント市が料金を払っておらず、これが大きな収入欠損をもた

らしている。 

• 電力需要は過去 10 年間の実績と将来の 10 年間の計画を見てもほとんど伸びがなく、

量的な拡大は期待できない。この理由はウズベキスタンの経済の停滞に起因するも

のであり、供給側がボトルネックとなっているものではない。 

4.1.1 タシケント市配電公社の法人格 

タシケント市配電公社は、タシケント市行政府とは何ら関係を持たない独立した企業（株

                                                        
1 Uzbekenergo 
2 TashGorpes 
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式会社）である。公社の設立に際しては、それまで配電資産を所有していたウズベクエネ

ルゴが現物出資の形で資産を公社に引き渡し、等価の株式を受け取った。 

公社の株式化のための法的手続きについては、国家資産管理委員会の 2002 年 5 月 14 日

付指示 91 号「タシケント市配電公社の資産非国有化」に基づいて公社に株式会社の法人格

が与えられた。 

また、資本金に関する規定については、国家資産管理委員会の 2003 年 6 月 19 日付命令

198 号により、資本金構成が以下のように変更された。 

• 51%（49 億 7051 万スム）はウズベクエネルゴが所有する。 

• 48%（46 億 7813 万スム）は海外の投資家に割り当てる。 

• 1%（9746 万スム）は従業員に割り当てる。 

ただし、現状では、少数株主として参加を求める海外からの投資家については、まだ決

まっていないし、従業員への割当についても、払込済み分は 30%にとどまる。 

4.1.2 財務状況 

（1）損益計算書からの分析 

2001 年は 10 月から 12 月までの 3 カ月変則決算となったため、純売上金額3は 60 億 6720

万スムにとどまったが、2002 年 1 月～12 月期では 283 億 2726 万スムを計上した（図表 1

参照）。 

売上高から売上原価を引いた総利益（粗利益）では、2001 年が 3211 万スム、売上高総利

益率で 0.5%であった。翌 2002 年では同 15 億 5244 万スム、5.5%を計上した。これは、我が

国の九電力会社平均（2002 年 3 月期）の 26.4%に比べてかなり低い結果である（図表 3 参

照。ただし、我が国の電力会社は発送配電一貫会社であり、直接的な比較には無理がある

ので、大まかなオーダー感として捉えて頂きたい）。 

次に経常利益を見ると、2001 年は 2 億 1944 万スムを計上し、売上高経常利益率で 3.6%

を確保したが、2003 年は同△27 億 1971 万スム、△9.6%の赤字へと一気に悪化した。この

2002 年の経常損失は、総利益では 15 億 5244 万スムを確保したものの、「その他営業損益」

として△34 億 2534 万スムを計上したためである。 

また、両年ともに、経常利益がこの「その他営業損益」によって大きく左右されている

ことがわかる。ここで問題となる「その他営業損益」の内容については、費用として、職

員へのボーナス、勤勉手当、電力損失、法人税以外の税金、個人需要家から回収できない

付加価値税（公社が負担）などが計上されている。現状でその内訳金額まではわからない

                                                        
3 税込売上高から付加価値税分を差し引いたもの。 
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が、総利益がそれほど上っていないにもかかわらず、組織内部で給与以外にかなりの額の

金を配分している可能性がある。 

（2）貸借対照表からの分析 

2002 年末で負債・資本合計の 234 億 6255 万スムに対して、資本合計が 69 億 7503 万スム

あり、自己資本比率は 30%と一見高い数字になっている（図表 2 参照。ちなみに、我が国九

電力会社の平均は 18%である）。ただし、資本準備金と余剰金が赤字を計上しており、実際

には資本金を食いつぶしつつあることが伺われる。これは、基本的に事業として収支が確

保できていないことにすべての原因がある。 

流動資産の大部分は売掛金で占められているが、現実問題としてこれはほとんど回収見

込みがないと考えてよい（この点で売掛金と呼ぶことも適切ではない）。これに対応するも

のとして、負債の中に多額の「債権者合計」が計上されていることに注意する必要がある

（「債権者合計」の中には、「買掛金」、「賃金の未払い」、「税金の未払い」などさまざまな

ものが含まれている）。公社の財務運営を通して何が行われているかといえば、電気料金の

未払いがかなりの額に上っており、この収入欠損を補うために電気を卸しているウズベク

エネルゴや物品の納入業者に対する支払を止めることで、貸し方と借り方の均衡を保って

いる。すなわち、需要家からの料金の未払いを、今度は公社の負債を未払いにすることで

損失をつけ回しているにすぎないことがわかる。このため、流動資産のうちのほとんどが

回収見込みのない売掛金で占められ、流動負債のほとんどが支払うつもりのない4債務で占

められている。 

ちなみに、負債の中に融資として受けた借入金はほとんどない。 

                                                        
4 公社側は料金の未払い分が回収できれば、買掛金も精算するというであろうが、結局のと
ころ、多数の企業の間で未収とそのつけ回しが連鎖的に行われており、国として対応しな
ければ、解決の目処が立たない状況になっている。 
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表 4-1：TashGorpes の損益計算書 

（単位：千スム）

項目 番号 収入 支出 収入 支出
売上高（税込） 010 6,967,853.7 32,380,843.1
VAT 020 900,646.3 4,053,584.5
国内物品税 030
輸出関税 040
純売上高 050 6,067,207.4 28,327,258.6
売上原価 060 5,575,196.6 22,975,927.9

459,899.5 3,798,890.0
売上総利益 070 32,111.3 1,552,440.7
販売費用 080 127,360.6 720,071.4
一般管理費 090 18,445.2 127,214.7
その他営業損益 100 1,073,406.5 740,355.9 192,853.3 3,618,192.3
将来課税から除外される当期支払額 105
営業損益 110 219,356.1 2,720,184.3
子会社・関連会社からの受取配当金 120
その他の受取配当金 125
子会社・関連会社との受取支払金利 130
その他受取支払金利 135
為替差損 140
財務活動によるその他受取支払収支 145 80.8 474.3
経常損益 150 219,436.9 2,719,710.1
特別損益 160
税引前当期利益 170 219,436.9
法人税 180 139,287.4
その他の税（上記の項目を含まない） 190 6,412.0
当期利益 200 73,737.5 2,719,710.1
（注）2001年は10月～12月の三カ月間の決算。
（出所）TashGorpes

2001年 2002年
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表 4-2：TashGorpes の貸借対照表 

（単位：千スム）
番号 2002年初 2002年末 番号 2002年初 2002年末

資産の部 負債及び資本の部
固定資産 資本

有形固定資産 資本金 330 9,746,098.0 9,746,098.0
初期価値 010 22,108,289.9 22,484,568.5 追加資本金 340
償却 011 12,329,975.3 14,081,814.6 資本準備金 350 -56,434.8 -56,434.8
残存価値 012 9,778,314.6 8,402,753.9 余剰金 360 5,075.0 -2,714,635.0

無形固定資産 370
初期価値 020 380
償却 021 390
残存価値 022 資本合計（330～390） 400 9,694,738.2 6,975,028.2
投資 030 48,329.9 負債
子会社株式 040 長期借入 410 182,261.4 182,261.4
子会社貸付 050 長期銀行借入 420
関連会社株式 060 短期借入 430
関連会社貸付 070 短期銀行借入 440 98,378.2
長期投資 080 前金 450 82,911.1 480,505.9
その他賃借 090 債権者合計（470～540） 460 9,410,938.8 15,726,376.2
その他資産 100 内、延期債権 461 816,378.8

固定資産合計（012～100） 110 9,778,314.6 8,451,083.8 納入業者への債務 470 112,243.7 322,843.9
流動資産 予算による債務 480 170,247.6 175,538.1

棚卸資産 120 150,239.5 395,556.4 内、政府決定に基づく延期債務 481
仕掛品 130 賃金の債務 490 41,597.7 185,946.3
完成品 140 資産保険及び個人保険に関する債務 500
仲介用 150 予算外支払に対する債務 510 471,273.4 829,964.3
将来 160 子会社や関連会社との決済 520 8,295,206.8 13,914,365.2
現金 170 187,005.8 41,433.1 内部決済 530

190 0.1 その他の債権 540 320,369.6 297,718.4
売掛金合計 220 9,255,289.5 14,574,476.6 合計（410～460） 550 9,676,111.3 16,487,521.7

内、期限を越えたもの 221 - 3,136,575.3
買い手や発注者との勘定 230 9,128,594.4 14,041,266.6
予算との勘定 250 5,244.9 25,514.3
子会社や従属会社との勘定 270 91,852.5 239,687.0
その他の売掛金 300 29,597.7 268,008.7

流動資産合計（120～220） 310 9,592,534.9 15,011,466.1
資産合計（110+310） 320 19,370,849.5 23,462,549.9 負債・資本合計（400+550） 560 19,370,849.5 23,462,549.9
（注）
1. 納入業者への債務（470）：　需要家が電気料金を払っていないので、公社も物品購入（電線など）に係わる支払を止めている。
2. 予算による債務（480）：　国に納めていない税金.
3. 予算外支払に対する債務（490）：　年金引当金、（ウズベキエネルゴに支払う）送電税の未払い分.

（出所）TashGorpes

4. 子会社や関連会社との決済（520）：ウズベキエネルゴに対する買掛金。需要家が電気料金を払っていないので、公社もウズベキエネルゴへの支払
を行っていない。

 

 

表 4-3：TashGorpes と我が国九電力会社の収益性の比較 

算式 電力九社
（CY2001） （CY2002） （FY2001）

損益関係
売上高経常利益率 経常利益／売上高×100 3.6% -9.6% 6.6%
売上高純金利負担率 純利益／売上高×100 0.0% 0.0% 5.8%
売上高売上総利益率 売上総利益／売上高×100 0.5% 5.5% 26.4%
売上高当期利益率 当期利益／売上高×100 1.2% -9.6% 4.2%
資本関係
自己資本比率 自己資本／総資本×100 50% 30% 18%
総資本経常利益率 経常利益／総資本×100 1.1% -16.5% 2.4%
自己資本経常利益率 経常利益／自己資本×100 2.3% -39.0% 13.5%
総資本回転率 売上高／総資本（回） 0.31 1.46 0.36
総資本当期利益率 当期利益／総資本×100 0.4% -14.0% 1.5%
（出所）TashGorpes財務データおよび電気事業便覧

Tash Gorpes
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4.1.3 電気料金 

料金の値上げは頻繁に行われているものの、2003 年 1 月 2 日の値上げ時点で総合単価は

kWh 当たり 11.20 スム（約 1¢）にすぎない（図表 4 参照）。実態としては、インフレ見合

いの値上げに近いものにとどまると考えられる（現状では信頼できるデフレータが得られ

ていない5ので、検証が出来ない）。 

この料金水準は、常識的に考えて燃料費も賄えない状況にある。おそらく長期限界費用

は kWh 当たり 7¢あるいは 8¢といった水準になると推定6されるが、電力産業全体として全

く費用が回収できないまま電力供給が行われている。 

コスト回収ができていないという問題は、最終的には発送電部門を持つウズベクエネル

ゴに転嫁されていく。ウズベクエネルゴはコスト回収できていない部分を何らかの形で埋

め合わせなければならないが、公社の話によれば、直接、政府が損金を補助している様子

はなく、一方でコスト回収できていないものの、他方で支払うべき債務を棚上げすること

で両者を均衡させているものと見られる。すなわち、公社の貸借対照表の分析結果にある

ように、売掛金と買掛金を毎年膨らませ続けることで、つじつま合わせしているものと推

定される7。 

表 4-4：電気料金の推移 

（単位：スム/kW，スム/kWh）
番号 カテゴリーグループ 01/08/99 01/09/99 01/08/00 01/08/01 01/10/00 01/04/02 01/06/02 01/08/02 01/10/02 01/12/02 01/02/03

値上げ率 1.34 1.17 1.148 1.138 1.0811 1.088 1.0943 1.083 1.086
I 産業（750kV以上）

契約最大電力（kW） 9,800 11,500 12,800 14,080 15,000 16,300 17,800 19,300 21,000
使用電力量（kWh） 4.40 5.15 5.95 6.50 7.00 7.60 8.40 9.05 9.85

II 産業（750kV未満）
使用電力量（kWh） 7.50 8.75 10.00 11.40 12.30 13.15 14.35 15.55 16.30

III 農業
使用電力量（kWh） 4.80 5.60 6.45 7.30 7.90 8.70 9.50 10.30 11.20

IV 公共交通
使用電力量（kWh） 7.00 8.15 9.35 10.60 11.45 12.45 13.60 14.75 16.05

V 公共機関、街灯
使用電力量（kWh） 5.80 6.75 7.75 8.80 9.50 10.30 11.25 12.20 13.25

VI 商業
使用電力量（kWh） 20.00 23.40 26.90 30.60 33.00 33.05 33.50 34.00 34.00

VII 家庭（電気ストーブ付き）
使用電力量（kWh） 3.50 4.70 5.50 6.50 7.40 8.00 8.70 9.50 10.30 11.20

VIII 電気暖房、温水供給、空調
使用電力量（kWh） 20.00 23.40 26.90 33.00 33.05 33.50 34.00 34.00

IX 広告
使用電力量（kWh） 70.00 80.00 92.00 104.70 105.00 110.00 110.00 110.00 110.00

X 業務用電力
使用電力量（kWh） 4.40 5.15 5.90 6.70 7.30 8.00 8.90 9.70 10.65

総合単価
使用電力量（kWh） 4.70 5.50 6.50 7.40 8.00 8.70 9.52 10.31 11.20

（出所）Tash Gorpes  

 

                                                        
5 国際通貨基金の国際財政統計には、まだウズベキスタンのマクロ経済データが整備されて
いない。 
6 公社のインタビューにおいても、この程度の数字があげられているが、それを裏付けるデ
ータは公表されていない。 
7 今回の調査では、ウズベキエネルゴの財務にまでは立ち入ることができなかったため、数
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4.1.4 検針と集金 

検針については、需要家がメーターを読んで、料金を公社に払いに行くのが実態である。

すなわち、検針と集金（支払）は需要家自身が行うことが基本である。公社の職員も確認

のための検針を行っているが、6 カ月に 1 回程度にすぎない。 

このような状況は、さまざまな形で不正行為を誘発する可能性を持つ。需要家による検

針のごまかし、検針員と需要家の間の不正行為（賄賂を払って電気の使用料を少なく記録

する）がかなり広く行われていることは、公社側も認めている。 

このような料金の未払いに対応して、公社側は、個人の需要家に対しては、支払が行わ

れない場合には一カ月の猶予をおいて電気を止める事にしていると答えているが、どの程

度それが実行されているかはわからない。 

料金の未収で最も大きな問題は個人の需要家ではなく、企業や役所といった大口需要家

にある。実態として、国営企業もタシケント市もほとんど料金を払っていない。航空機製

造会社タポビッチ8 は 30 億スムの未払金があり、過去 2 年間に支払った金額は 5 億スムに

すぎない。また、市が管理する街路灯の電気代も支払われていない。これらの大口需要家

の未払金は売上の 33%に及んでいる。このように料金の未払いが累積した売掛金は年間売上

額の約半分に上っている。 

不正行為ではないが、収入欠損の原因の一つとして検針の不備がある。タシケント市内

の家庭用需要家 56 万件のうち、4 万 5000 件は積算計が付いていない。このような積算計が

未設置の需要家に対しては、部屋の数に応じて決めたフラットレートを適用している。当

然のことながら、需要家にとっては電気が使い放題となり、公社にとっては使った電力量

に見合った料金が回収できていない状況が想定される。 

4.1.5 非技術損失 

非技術損失は料金の未払いや盗電によって発生する。公社からは、公式な数値は発表さ

れなかったが、インタビューの中では、前述のような大口需要家の料金未払いの実態や売

掛金の現状からみて、三割は明らかに超え、五割近くに上るかもしれないという意見が出

された。 

4.1.6 需要 

販売電力量は 2002 年で 38 億 kWh であった。しかし、販売量の伸び率は過去 10 年間で年

△0.3%とほとんど横ばい（わずかな落ち込み）であった。唯一農業用が年 0.7%伸びたにす

                                                                                                                                                                  

値データに基づく検証はできていない。 
8 Tapoviich 
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ぎず、業務用は年△2.3%で落ち込み、家庭用はわずか年 0.2%の伸びであった。今後の伸び

についても、2012 年までの伸び率は年 0.5%にとどまり、ほとんど横ばいといえる状況にあ

る。 

この原因は、ウズベキスタンの経済の停滞と今後の回復の見込みが立たないことに起因

する。供給側には供給の予備力は十分あり、供給が制約要因となって消費（需要）が伸び

ていないという状況ではない。 

すなわち販売収入の規模を考えても、料金水準が実質で変わらなければ、需要の伸びが

期待できない以上、実質的な収入増は見込めない。 

表 4-5：販売電力量実績と計画 

電力量需要実績（GWh）
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 年平均伸び

率
（1992-02）

家庭用 845.6 827.3 na 800.2 923.2 902.7 834.7 816.3 905.4 916.3 865.2 0.2%
業務用 1,264.2 1,042.5 na 1,104.3 1,133.4 1,284.3 1,070.0 1,108.8 1,204.8 1,153.6 1,003.0 -2.3%

タシケント市 農業用 - - na - - - - - - - - -
産業用 1,833.2 1,763.4 na 1,899.0 1,943.2 1,862.3 1,796.4 1,944.5 1,863.4 1,777.0 1,968.4 0.7%
合計 3,943.0 3,633.2 na 3,803.5 3,999.3 4,040.3 3,691.2 3,869.2 3,973.6 3,846.9 3,836.9 -0.3%
家庭用 6,400.0 7,000.0 na 6,400.0 6,700.0 6,700.0 7,000.0 7,400.0 6,500.0 5,900.0 5,800.0 -1.0%
業務用 10,940.0 11,300.0 na 11,030.0 10,960.0 10,740.0 10,960.0 11,550.0 11,520.0 10,830.0 10,000.0 -0.9%

全国 農業用 11,000.0 10,600.0 na 11,800.0 11,700.0 12,600.0 11,200.0 10,400.0 10,500.0 11,200.0 11,800.0 -
産業用 20,400.0 19,310.0 na 15,960.0 16,800.0 16,630.0 16,150.0 16,590.0 17,900.0 16,000.0 16,500.0 -2.1%
合計 42,330.0 41,190.0 na 38,870.0 39,470.0 39,940.0 38,310.0 38,520.0 39,470.0 37,930.0 38,300.0 -1.0%

電力量需要計画値（GWh）
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 年平均伸

び率
（2003-12）

家庭用 1,360.8 1,291.7 1,319.1 1,353.6 1,271.8 1,300.3 1,197.8 1,235.4 1,283.9 1,240.7 -0.9%
業務用 1,020.0 1,198.0 1,131.2 1,238.4 1,293.4 1,346.7 1,220.4 1,258.4 1,273.8 1,342.1 2.8%

タシケント市 農業用 - - - - - - - - - - -
産業用 1,970.4 1,732.1 1,843.1 1,942.1 1,903.3 2,093.4 1,993.7 1,833.8 1,974.5 1,974.5 0.0%
合計 4,351.2 4,221.3 4,293.4 4,534.1 4,465.5 4,740.4 4,411.9 4,587.6 4,632.2 4,564.6 0.5%
家庭用 6,000.0 6,210.0 6,420.0 6,650.0 6,880.0 7,070.0 7,320.0 7,530.0 7,750.0 8,000.0 2.9%
業務用 10,340.0 10,720.0 11,070.0 11,470.0 11,850.0 12,190.0 12,610.0 12,980.0 13,370.0 13,780.0 2.9%

全国 農業用 12,200.0 12,630.0 13,060.0 13,530.0 13,990.0 14,390.0 14,880.0 15,310.0 15,780.0 16,270.0 -
産業用 17,060.0 17,670.0 18,270.0 18,920.0 19,560.0 20,120.0 20,810.0 21,410.0 22,060.0 22,750.0 2.9%
合計 39,600.0 41,000.0 42,400.0 43,900.0 45,400.0 46,700.0 48,300.0 49,700.0 51,200.0 52,800.0 2.9%

（注1）業務用の指標には、他の需要家分類で考慮されていないものが含まれる。
（注2）合計は一致しない。
（出所）Tash Gorpes  

4.2 今後の協力の方向性 

料金水準の妥当性のみならず、財務の健全化を含めた問題については、これにどの程度

まで踏み込めるかという点で、ウズベキスタン側の抵抗は強い。まだ、ウズベクエネルゴ、

タシケント市配電公社のいずれにおいても、依然として計画経済時代の名残が多く残され

ている。 

これは、管理職員から末端の担当者に至るまでほぼ同じ状況にある。具体的には、個人

の職権がきわめて狭く、すべてについて上の許可が得られない限り、何も判断できないの

が現実である。このため、必要な情報を求めても、それが出てくるまでにきわめて時間が

かかる。（官僚主義的な体質） 

また、すべての情報について、機密主義が徹底していることが第二の問題である。技術
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的なデータから財務や料金データに至るまで、外部に情報開示することにかなり抵抗があ

る。これが、前述の官僚的な体質と相まって、基礎データの収集作業を遅らせる結果を招

いている。（秘密主義） 

本格調査において、経営問題についてどこまで切り込むことが出来るかを考えた場合、

懸念は多い。 

料金問題をとっても、料金収入で電気事業を賄うだけの水準にはるかに及ばない。料金

設定の権限は政府が握っており、公社側が料金問題に取り組むことの自由度はかなり限ら

れるものと見られる。加えて、公社の経営管理層においても、自らは料金問題に関与でき

ないし、また関与すべきでもないという意識が強く見られる。 

料金の回収についても、大口需要家である国営企業や役所はほとんど支払を行っていな

いが、政治的な圧力をおそれて、公社では電気を止めるだけの断固とした対応が取れない

まま今日に至っている。家庭用需要家についても多かれ少なかれ、盗電や検針のごまかし、

未払いが行われており、結局、これがかなり高い（と推定される）電力の非技術損失に現

れている。 

このような問題が財務の規律を壊し、需要家の未払いによる収入欠損を今度は自らの支

払を止めることで均衡させるという悪循環に陥っている。 

本格調査を開始する段階で経営問題を検討するならば、ある程度範囲を絞り、配電事業

者としての適切な料金水準の算定根拠とその試算、政府への働きかけを含めた料金未払い

を続ける大口需要家への対応策の提示など、基本的な事項に絞ることが必要となろう。さ

もなければ、経営問題に正面から切り込んだとしても、調査で指摘した事項あるいはその

対応策が、当事者にとって実行不可能（少なくとも実行することの動機付けにもならない）

となる可能性は高い。 

4.3 本格調査の内容（範囲／項目、フロー） 

経営に係わる問題としては、今回の MM で以下の項目について、本格調査で検討すること

を合意した。 

• 収支バランスの健全化保障と財務問題の解決策の策定 

ü 卸売・小売双方の適切な料金表の設定 

ü 非技術的な損失（盗電、料金未払い等）に対する対策 

しかし、調査全体の流れの中で、この経営に係わる問題をどのように反映させるのかと

いう点もよく考えておく必要がある。 

なぜならば、料金問題と非技術損失の二項目を取り上げるだけでは、経営に係わる問題

を検討したことにはならない。もし経営問題を調査の一つの柱として正面から取り上げる
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ならば、経営体制、経営責任、組織、管理体制など広範な分野を調査項目に含めなければ

ならない。しかし、これは本調査のテーマが公社の所有する配電設備のリハビリテーショ

ンであることを考えれば、調査範囲を拡大しすぎることになる（経営問題に焦点を合わせ

るならば、それは別の調査体系に組み直す必要がある）。 

このような理由により、本格調査では検討すべき問題点を限定し、とりあえず電気事業

者として費用に見合った（あるいはできる限りそれに近い）料金を回収すべきこと、およ

び料金の未払い（踏み倒し）もできる限り回収するという、二つの基本原則だけに絞るこ

とが望ましい。 

とはいうものの、この二つに絞った問題点ですら解決は容易ではない。前述の財務分析

に述べたように、公社は需要家から電気料金を踏み倒されている半面、公社も購入した資

材の代金やウズベクエネルゴへの支払を行っていない（踏み倒している）。この点で、公社

も同じ罪を犯している。社会のシステムの半分がかつての計画経済の上で動き、他方で市

場経済のメカニズムを導入しようとしているところに、すべての矛盾が発生している。社

会が一つの連鎖で動いている中で、公社だけに変革を求めることはきわめて困難である。 

このため、経営に係わる問題点の検討の項目としては、以下に限定することで、①公社

の事業運営にかかっている本当のコストを定量化し、かつ、②将来リハビリテーションを

進める際にその追加コストをどのように回収しつつ工事を進めていくかをキャッシュの流

れを通して示すこと、が望ましい。 

• 電力産業全体および公社が負担している真のコストの把握（例えば、長期限界コス

トの算定） 

• そのコストを回収するために公社が必要とする料金水準 

• 非技術損失の明確な定量化とそれが財務に与える深刻さの把握 

• 設備のリハビリテーションのための新たな資金負担が財務に及ぼす影響 

• リハビリテーションに投入する費用を返済するために必要な収入水準（必要な料金

値上げ） 

• リハビリテーションを実施する際の公社のキャッシュフロー変化のシミュレーシ

ョン 
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図 4-1：調査のフローと経営に係わる問題点の検討のアウトプット 

⑤緊急度の高い地区に絞り込んだ配電網リハビリのためのフィージビリティスタ
ディ(F/S)
　　の実施

④収支バランスの健全化保障と財務問題の解決策の
策定
　　・卸売・小売双方の適切な料金表の設定
　　・非技術的な損失（盗電、料金未払い等）に対する

③配電網のリハビリ・拡張計画に要する投資計画（推計）の
作成
　　・投資計画（スケジュール）
　　・資金計画

②将来の需要の伸びに見合った配電網の拡張計画の作成
　　・電力需要見通しのレビュー
　　・配電網拡張の長期計画の策定
　　・適切な設備運用・保守計画の確立
　　・ウズベクエネルゴによる将来的な電力供給に対応した問題に関する
議論
　　・冬季における電力消費ピーク緩和の省エネ対策に関する議論

①配電網の現況診断と必要とされるリハビリ作業の評価
　　・リハビリ・更新の必要なラインおよび関連施設の特定
　　・0.38－10kVラインの技術的配電損失の算出
　　・現行の検針システムの問題点に係る分析と最適な機器に関する提案
　　・現在の設備運用・保守に係る問題の分析
　　・ラインおよび関連施設ならびに運用システムの更新を含むリハビリ方策の洗
い出し
　　・リハビリ計画の策定

経営問題に関わる検討のアウトプット（2）：

●設備のリハビリテーションのために新たな資金負担
が財務に及ぼす影響

●リハビリテーションに投入する費用を返済するため
に必要な収入水準（必要な料金値上げ）

●リハビリテーションを実施する際の公社のキャッ
シュフロー変化のシミュレーション

経営問題に関わる検討のアウトプット（1）：

●電力産業全体および公社が負担している真のコス
トの把握（例えば、長期限界コストの算定）

●そのコストを回収するために公社が必要とする料
金水準

●非技術損失の明確な定量化とそれが財務に与え
る深刻さの把握
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